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１２月１３日から２４日まで、米国の食肉処理施設（パッカー）

１１施設及び関連施設について査察を行い、輸出プログラムの実施

、 、 。状況 飼料規制の遵守状況等を検証したところ 概要以下のとおり

◆ 査察日程等

・期間：１２月１３日（火）～１２月２４日（土）１２日間

・査察場所：パッカー１１施設及び関連施設（コロラド州、カン

ザス州、テキサス州、ネブラスカ州及びカリフォルニア州）

、 （ ）・実施者：厚生労働省 農林水産省の担当者３チーム 計１０名

◆ 日本向け輸出プログラムの実施状況

各パッカーとも輸出プログラムの実施に必要な手順が文書で定

められており、当該文書に従った作業が実施されていた。

１ 牛の月齢確認

（１）生産記録による確認

① 子牛生産農場では、子牛の生年月日や識別番号を記録し、

フィードロットに伝達。フィードロットはこれらの情報を記

録し、パッカーに伝達。

② パッカーでは、フィードロットからの生産記録があるもの

について２０ヵ月齢以下であることを確認。

（２）生理学的成熟度（Ａ４０）による確認

米国農務省（ＵＳＤＡ）の規定に基づき適切に実施している

ことを確認。



① ＵＳＤＡ格付官が、通常の格付に加え、日本向け枝肉につ

いて、生理学的成熟度の判定を実施し、その記録を保存。

② 最終的にＡ４０以下と判別された枝肉には日本向け牛枝肉

として「ＵＳＤＡ認証スタンプ」を押印。

２ 特定危険部位（ＳＲＭ）の除去

ピッシングの禁止、脊髄などのＳＲＭ除去、牛枝肉の高温・高

圧洗浄などの適切な処理を確認。

パッカーに常駐するＵＳＤＡ検査官が、国内規制及び輸出プロ

グラムの遵守を確認。

３ 日本向け牛肉の分別／識別

手順書に基づき、品質管理担当者の監督の下で、適切に他の牛

肉と分別。

① 生産記録で２０ヶ月齢以下と確認した牛の枝肉は、タグ等

。 、 。により他の枝肉と区分 舌・内臓は 合札により枝肉と突合

② Ａ４０基準を使用した場合、ＵＳＤＡ格付官が最終的にＡ

４０以下と判別した日本向け牛枝肉に「ＵＳＤＡ認証スタン

プ」を押印することにより他の枝肉と区分。一部施設では合

札により枝肉と舌を突合。

③ 日本向けと畜・部分肉処理を作業開始時に行うことや、前

後に時間を空けることにより、他の牛肉の混入を防止。

④ 日本向け牛肉の箱詰め後は、各企業が定めた製品管理番号

により管理。

４ 米側による監査

パッカーは、輸出プログラムに基づきフィードロット等の関連

施設や牛の供給農家に対する監査を実施していることを確認。

◆ 飼料規制の遵守について

今回の査察において、米国の飼料規制から逸脱した事例は認め

られなかった。



１ 牛の供給農家の宣誓書による確認

牛の供給農家はパッカーに宣誓書を提出。宣誓書には「米国の

飼料規制を遵守して飼養した」旨記載。

２ パッカーに併設されたレンダリング施設での遵守

米国政府が立入検査を年１回実施していることを確認。肉骨粉

等の製造工程は専用化され、出荷伝票に「反すう動物の飼料に用

いてはならない」旨の注意事項を明記。

３ フィードロットでの遵守

反すう動物への使用が禁止されている肉骨粉等の給与がないこ

とを確認。

◆ 今後対応することとした事項

① 多くの対日輸出施設では、対日輸出用の部分肉処理作業を作

業開始時に実施し、対日輸出用以外の部分肉との分別を図って

いるが、全ての施設で同様の対応がとられるよう米国政府が指

導。

② ＳＲＭの定義が、日本向け輸出基準と米国の国内規制で異な

っていることから、定義の違いだけでなく、処理に当たっての

留意事項についても、認定施設の品質マニュアルに明記するよ

う米国政府から対日認定施設へ通知。


